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重要なご案内です。必ずご確認の上、お手続ください。 

個人型確定拠出年金（ｉＤｅＣｏ）の届出事項のご確認と変更手続のご案内 

 

この書面は、ご加入のｉＤｅＣｏの届出事項のうち、企業年金制度の加入状況について、［①お客さま 

からの届出内容］と［②お勤め先からの届出内容］が一致せず、［①お客さまからの届出内容］の変更 

が必要となる場合のお手続きについてご案内するものです。（①と②の一致していない状態を「不整合」といいます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【必要なお手続きについて】 
●同封の手続書類「加入者登録情報変更届（第２号被保険者用）」に必要事項をご記入の上、返信用 

封筒で三井住友海上までご提出ください。 
 ●手続書類のご記入にあたっては、必ず、記入要領をご確認ください。記入要領は２種類［Ａ・Ｂ］

ご用意しています。 
 

記入要領Ａ 必ずご記入いただく項目です。ご確認の上、正しくご記入ください。 

  

記入要領Ｂ 
氏名、住所・連絡先電話番号を同時に変更されたい場合の記入要領です。 

※氏名、住所・連絡先電話番号に変更がない場合は、記入要領Ａのみご利用ください。 
 

＜ご注意ください！＞――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 掛金引落口座の変更をご希望の場合は、この書類だけでは変更できません。別途書類が必要と 
なりますので、コールセンターまでお問い合わせください。  

 ②お勤め先からの届出内容に誤りがある場合は、お手続きが異なります。この場合は、お勤め 
先の企業年金制度のご担当者に届出事項の修正を依頼してください。 

（お客さまご自身でのお手続きは不要です。）  
 一定期間内に不整合が解消されない場合、ｉＤｅＣｏの規約に基づき掛金の拠出が一時停止と 

なります。手続書類が不備のない状態で受け付けられ、不整合が解消されると掛金拠出の一時 
停止が解除されます。手続書類の提出から一時停止の解除まで約１～２か月かかります。 

 

届出内容に不整合が生じている加入者
には、国民年金基金連合会から、別途、
書面「企業年金登録情報との不整合の
ご案内」が送付されています。 
このご案内と併せて、必ずご確認くだ
さい。 

≪「企業年金登録情報との不整合のご案内」のサンプル≫ 

各制度（ｉＤｅＣｏとお勤め先で
加入している企業年金制度）の登
録状況と不整合理由が記載されて
います。［不整合理由］欄に「他年
金制度加入状況不整合のため」と
記載がある場合は､「①お客さまの
届出内容」と「②お勤め先の届出内
容｣に不整合が生じているため､不
整合を解消する必要があります。 

郵便物をご確認ください！ 

ｉＤｅＣｏの届出事項のうち、企業年金制度の加入状況については、加入者が加入時もしくは加入後の変更発生時に届け出るほか、お勤め先
も従業員の企業年金制度の加入状況を事業主として届け出る仕組みとなっております。 
※企業年金制度の加入状況は、ｉＤｅＣｏ掛金の拠出（積立）限度額に影響する重要な届出事項です。 
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記入要領Ａ 必ずご記入いただく項目です。ご確認の上、正しくご記入ください。 

 
※「氏名」「住所・連絡先電話番号等」に変更がない場合は、この［記入要領Ａ］をご確認の上、 

必要事項をご記入ください。 
   記入要領で「記入不要」と表記されている項目には、記入しないでください。 
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１．届出者の情報 

全ての項目を漏れなく記入してください。 
 

 
●氏名欄に届出者自身で署名（自署）してください。 

自署されない場合、身元確認書類（運転免許証等の写し）のご提出が必要です。 
 

●基礎年金番号は国民年金基金連合会からの書面「企業年金登録情報との不整合のご案内」に記載され 
ています。ご不明な場合は国民年金基金連合会からの書面でご確認ください。 
００から始まる番号（確定拠出年金の加入者番号）は基礎年金番号ではありません。 

ご注意ください！ 

年 金 一 郎 

東京 〇〇 □△ １－２－３ 

トウキョウト マルマルク シカクサンカク１－２－３ 

111-1111 １２  ３４５６ ７８９０ 

１２３４ ５６７８９０ ４９１００６ 

ネンキン       イチロウ 

３－２－１ 

訂正例 

＊＊ 

２０ 

≪記入不要≫ 

≪記入不要≫ 

変更をご希望の場合はコールセンターまでご連絡ください。 

 

≪記入不要≫ 

変更される場合は［記入要領Ｂ］をご参照ください。 

２ 

３ 

≪記入不要≫ 

変更をご希望の場合はコールセンターまでご連絡ください。 

ご記入いただく項目は、赤枠内の
３項目のみです。 
 

２．届出事項 
（６）掛金額区分・掛金額の変更 

２．届出事項 
（４）勤務先での企業年金制度等

の加入状況変更 

１．届出者の情報 

■同時に次の項目を変更される場合
は［記入要領Ｂ］も一緒にご参照
ください。 

（１）氏名変更 
（２）住所・連絡先電話番号変更 
 
 
■掛金引落口座の変更をご希望の場

合はこの書類だけでは変更できま
せん。 
別途書類が必要となりますので、
コールセンターまでご連絡くだ 
さい。 

1 

２ 

３ 

1 

＜手続書類「加入者登録情報変更届（第２号被保険者用）」ご記入にあたってのご留意事項＞ 
 

●必要事項を、黒のボールペンではっきり、分かりやすく記入してください。（消せるボールペンは使用不可です。） 
 

●訂正は、訂正部分を二重線で抹消し、修正部分の余白に訂正事項をご記入ください。（ 訂正例  をご参照ください。） 

●ご提出いただいた書類に記入もれや記入誤り等の不備があると、手続が遅延することがあります。 

●変更完了をお知らせする通知はありません 
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２．届出事項 

（6）掛金額区分・掛金額の変更 欄 

 
 

① 変更後の掛金額区分の選択（□にチェック「」） 

加入状況コード 掛金額区分の選択 留意事項 

００ 
掛金を毎月定額で納付     選択可 

｢納付月と金額を指定して納付」を選択
する場合は、別途、書類が必要で。 
お手元にない場合は コールセンターまで
ご連絡ください。 

納付月と金額を指定して納付  選択可 

０１または０２ 
掛金を毎月定額で納付     選択可 

納付月と金額を指定して納付  選択不可 
 

② ｢掛金を毎月定額で納付｣を選択した場合は、毎月の掛金額を記入してください。 

掛金額は、5,000 円以上拠出限度額の範囲の 1,000 円単位の金額を指定してください。 

 
 

拠出限度額は、加入状況コード、企業型確定拠出年金の事業主掛金額（企業型ＤＣの事業主掛金額）および 
確定給付企業年金等の他制度掛金相当額（ＤＢ等の他制度掛金相当額）によって異なります。  

加入状況コード 
企業型ＤＣの事業主掛金額とＤＢ
等の他制度掛金相当額の合計額  ｉＤｅＣｏの拠出限度額（月額） 

００ ＞＞＞  ２３,０００円 

０１または０２ 

３５,０００円未満  ２０,０００円 

３５,０００円以上  
５５,０００円 －（各月の企業型ＤＣの事業主

掛金額 + ＤＢ等の他制度掛金相当額） 
 
 ▼選択した掛金額区分の□にチェック「」を入れ、「掛金を毎月定額で納付」を選択した場合は、毎月の 
  掛金額を記入してください。 

２．届出事項 

（4）勤務先での企業型年金制度等の加入状況変更 欄 

同封の「企業年金制度等の加入状況コード確認資料」を使って 

ご自身のコードを確認し､［変更後の企業年金制度等の加入状況 

コード］欄に確認したご自身のコードを記入してください。 

 

・ご記入にあたり、同封の「企業年金等の加入状況コード確認資料｣を 

使用し、ご自身の『企業年金制度等の加入状況コード』をご確認く

ださい。 
 

※「企業年金等の加入状況コード確認資料」は、加入状況を確認するため 

のもので、ご提出書類ではありません。当社へのご提出は不要です。万一 

ご提出された場合、ご返却はいたしかねますのであらかじめご了承ください。 

拠出限度額について 

 

＊ ＊ 

▼選択した掛金額区分と掛金額
（毎月定額の場合）をご記入
ください。 

この欄は記入不要です。 

 

２ 

＊ ＊ 

▲ご自身のコードをご記入ください。 

企業年金制度等の加入状況コード確認資料 

注 （４）で記入した「加入状況コード」に応じて、選択できる掛金額区分、掛金額が異なります。 

３ 

注 ・掛金額は変更がない場合も必ず記入してください。記入漏れが多発しています。記入がない場合、  
受付できません。 

・加入状況コード０１と０２の変更（０１⇔０２）と同時に掛金額を変更する場合は、法令上の年１回
の変更に該当するため、以降、11 月分（12/26 引落）まで掛金額は変更できません。 



4 

記入要領Ｂ 
氏名、住所・連絡先電話番号を同時に変更されたい場合の記入要領です。 

※氏名、住所・連絡先電話番号に変更がない場合は、記入要領Ａのみご利用ください。 

 

 

 

1 

年 金 一 郎 

東京 〇〇 □△ １－２－３ 

トウキョウト マルマルク シカクサンカク１－２－３ 
111-1111 １２  ３４５６ ７８９０ 

１２３４ ５６７８９０ ４９１００６ 

ネンキン       イチロウ 

３－２－１ 

訂正例 

＊＊ 

２０ 

≪記入不要≫ 

≪記入不要≫ 

変更をご希望の場合はコールセンターまでご連絡ください。 

 

２ 

３ 

≪記入不要≫ 

変更をご希望の場合はコールセンターまでご連絡ください。 

ご記入いただく項目は、記入必須
の３項目と変更する項目の１また
は２項目です。 
 

２．届出事項 
（６）掛金額区分・掛金額の変更 

２．届出事項 
（４）勤務先での企業年金制度等

の加入状況変更 

１．届出者の情報 

1 

２ 

３ 

２．届出事項 

（1）氏名変更 

（2）住所・連絡先電話番号 

［［欄］の□にチェック「」を入れて、「変更前」の情報と変更年月日を 

ご記入ください。 

２．届出事項 
 

（１）氏名変更 
 

（２）住所・連絡先電話番号変更 

４ 

４ 

１．届出者の情報 
全ての項目を漏れなく記入してください。 

 
 
 

●氏名欄に届出者自身で署名（自署）してください。 
自署されない場合、身元確認書類（運転免許証等の写し）のご提出が 
必要です。 

 
●基礎年金番号は国民年金基金連合会からの書面「企業年金登録情報と 

の不整合のご案内」に記載されています。ご不明な場合はこの書面で 
ご確認ください。 
００から始まる番号（確定拠出年金の加入者番号）は基礎年金番号で 
はありません。 

ご注意ください！ 

1 

４ 

   と    の欄は［記入要領Ａ］を 

ご参照の上、ご記入ください。 

   は、一部取扱いが異なりますので、 

以下の記入要領をご確認ください。 

変更したい項目については、   をご参照 

の上、ご記入ください 

２ ３ 

1 

４ 

変更する項目欄のみご記入ください。 

変更後の 

「氏名」、「住所・連絡

先電話番号」 

を記入してください。 

変更前の 

「氏名」、「住所・連絡

先電話番号」 

を記入してください。 


